
過疎地域等の人口急減地域において、複数の仕事を組み合わせた新たな働き方（マルチワーク）による安定雇用を創出
し、移住促進による地域づくり人材を確保する「特定地域づくり事業協同組合(R2.6制度創設)」に、今回、県内初となる
第１号香美町と第２号淡路市を県が認定し、後日、認定証を交付

県内初となる香美町、淡路市の
「特定地域づくり事業協同組合」を認定

作成年月日 令和４年５月２６日

作 成 部 局 企画部地域振興課

第１号 香美町地域づくり事業協同組合

第２号 淡路市地域づくり事業協同組合

・代表理事 西村 伸一（農業）
・組合員数 ５者（農業、林業、宿泊業、スキー場等）
・派遣職員数 ５人（移住者及び地域内の若者から採用予定）
・派遣イメージ

例 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

A 農業（水稲） 宿泊業 農業(水稲) スキー場 or 宿泊業

B 林業 農業(梨) スキー場 or 宿泊業

・代表理事 森 淳（水産加工業）
・組合員数 ５者（水産加工業､農畜産物加工業､農業､飲食業､卸売業等）
・派遣職員数 ３人（移住者を採用予定）
・派遣イメージ

例 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

A 水産加工業 農畜産物加工業 農業(玉葱)

B 農業(玉葱､水稲) レストラン 農業（水稲、玉葱） 水産加工業

・日 時 令和4年5月27日(金)10:30～11:10

・場 所 西村農園倉庫

（香美町小代区神水737）

・出席者 知事、香美町長、組合関係者他

・内容等 認定証交付

記念撮影

意見交換等

・日 時 令和4年6月8日(水)11:50～12:30

・場 所 組合事務所(淡路市久留麻2204-1)

・出席者 知事､淡路市副市長､組合関係者他

・内容等 認定証交付

記念撮影

意見交換

派遣先の水産加工所見学等

認定日 令和４年４月２１日

認定日 令和４年４月２６日

認定証交付

【お問い合わせ先】
企画部地域振興課地域再生班
TEL：078-362-4314
Mail:chiikishinkou@pref.hyogo.lg.jp

（参考）全国認定状況 23道府県 46組合(R4.4)  うち近畿 2府県 3組合
（兵庫県除く）



(参考)特定地域づくり事業協同組合制度の概要

事業者単位では年間を通じた
仕事がなく、人材が不足

安定した雇用の場がなく、若者転出
の要因、UJIターンの障害

特定地域づくり事業協同組合

【対象地域】過疎地域等の人口急減地域（旧村単位～複数市町）

【組合概要】人材不足の事業者が事業協同組合を設立（県認可）、既存組合も可

特定地域づくり事業の県認定を受け、労働者派遣事業を届出

組合が職員を無期雇用し、組合員の事業者へ派遣

→年金や保険等の加入、勤怠等一括管理が可能

【派 遣 例】

【派遣仕組】

多自然地域の
課題に対応

例 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

A 農業 観光業 農業 食品加工業

B 林業 小売業 介護業 漁業
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・移住者
・地域の若者
・地域おこし協力
隊終了者等

募集

雇用

利用料

派遣

複数の仕事を組合せたマルチワーク
による安定した年間雇用の創出

【根拠法】地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律（令和２年６月施行）


